
防府市統合型ＧＩＳ管理運営取扱要綱 

平成２２年３月１９日制定  

(趣旨) 

第１条 この要綱は、地理空間情報を電子化して利用することで、業務を効率

的かつ効果的に行うためにＧＩＳの適正な管理運用に関し、必要な事項を定

める。 

(定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(１) ＧＩＳ 

地理情報システム（Geographic Information System）の略称であり、

位置や空間に関する様々な情報を、コンピュータを用いて重ね合わせ、情

報を視覚的に表示させることで、分析・解析を効率的かつ効果的に行うシ

ステムをいう。 

(２) 統合型ＧＩＳ 

全庁ＧＩＳ、業務特化ＧＩＳ、市民公開ＧＩＳで共通に利用できるデー

タを交換可能なデータ形式で整備・管理し、各部署において活用する仕組

み又はそのデータをいう。 

(３) 全庁ＧＩＳ 

業務系ネットワークに接続したすべてのコンピュータから閲覧・編集が

行える簡易な機能を持つＧＩＳをいう。 

(４) 業務特化ＧＩＳ 

特定の業務に特化した機能を持つＧＩＳで、全庁ＧＩＳでは実現できな

い機能を有するＧＩＳをいう。 

(５) 市民公開ＧＩＳ 

インターネットを利用し、インターネットブラウザを用いてＧＩＳデー

タを閲覧又は編集できるＧＩＳをいう。 

(６) 地理空間情報 

空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報(当該情報にかかる時点

に関する情報を含む)及びこれらに関連付けられた情報をいう。 



(７) 基盤地図情報 

地理空間情報のうち、電子地図上における地理空間情報の位置を定める

ための基準となる精度を持った情報をいう。 

(８) ＧＩＳデータ 

地理空間情報をＧＩＳで処理できる形式で保存したデータをいう。 

(９) 職員 

市長、上下水道局、議会、選挙管理委員会、監査委員会、公平委員会、

農業委員会、教育委員会及び消防の事務部局に常時勤務する一般職の地

方公務員（臨時に雇用される者を除く。）をいう。 

(管理運営体制) 

第３条 ＧＩＳ全体の管理運営は、デジタル推進課において行うこと。 

２ 業務特化ＧＩＳの管理運営は、当該システムを導入した部署で行うものと

する。 

なお、業務特化ＧＩＳの導入については、事前にデジタル推進課と調整を

行うものとする。 

３ ＧＩＳの計画、開発、更新及びその他必要な事項のうち重要な事項につい

ては、防府市デジタル推進本部において審議を行うものとする。 

(ＧＩＳ管理者) 

第４条 ＧＩＳの適正な管理運営を図るため、ＧＩＳ管理者を置き、デジタル

推進課長をもって充てる。 

２ ＧＩＳ管理者は、次の各号に掲げる職務を行う。 

(１) 統合型ＧＩＳの活用推進のために必要な総合調整 

(２) 統合型ＧＩＳのソフトウェアの管理 

(３) 統合型ＧＩＳのＧＩＳデータの管理 

(４) 統合型ＧＩＳのハードウェアの管理 

(５) 統合型ＧＩＳのセキュリティ管理 

(６) 統合型ＧＩＳの障害対応 

(７) 統合型ＧＩＳの保守 

(８) 統合型ＧＩＳ利用者の管理 

(９) ＧＩＳデータのサーバへの登録及び更新 



(10) 市民公開ＧＩＳの整備運営 

(11) 次条に定める業務特化ＧＩＳの管理者に対する助言及び指導 

(12) 第６条に定めるＧＩＳ担当者に対する研修 

(13) その他ＧＩＳの適正な管理運営に必要な事項の決定 

３ ＧＩＳ管理者は、ＧＩＳの運営上重要な事項については、防府市デジタル

推進本部会議に諮り、意見を聴くものとする。 

(業務特化ＧＩＳ管理者) 

第５条 業務特化ＧＩＳの適正な管理運営を図るため、業務特化ＧＩＳ導入部

署に業務特化ＧＩＳ管理者を置き、業務特化ＧＩＳ導入課等の長をもって充

てる。 

２ 業務特化ＧＩＳ管理者は、次の各号に掲げる職務を行う。 

(１) 業務特化ＧＩＳの適正な管理運営 

(２) 業務特化ＧＩＳのソフトウェアの管理 

(３) 業務特化ＧＩＳのＧＩＳデータの管理 

(４) 業務特化ＧＩＳのハードウェアの管理 

(５) 業務特化ＧＩＳの操作及び障害対応 

(６) 業務特化ＧＩＳのセキュリティ管理 

(７) 業務特化ＧＩＳの保守 

(８) 業務特化ＧＩＳ利用者の管理 

(９) その他業務特化ＧＩＳの適正な管理運営に必要な事項の決定 

３ 業務特化ＧＩＳ管理者は、所掌する業務特化ＧＩＳに係るシステム変更等

の必要が生じた場合は、ＧＩＳ管理者と協議するものとする。 

(ＧＩＳ担当者) 

第６条 ＧＩＳの適正な利用を図るため、ＧＩＳ管理者と協議のうえＧＩＳ利

用課等の長が利用課等の職員の中から指名する。 

２ ＧＩＳ担当者は、次の各号に掲げる職務を行う。 

(１) ＧＩＳ担当者研修への出席 

(２) ＧＩＳ障害発生時の対応 

(３) その他ＧＩＳの適正な利用に関する事項 

(ＧＩＳデータの整備) 



第７条 新たにＧＩＳデータを作成しようとするときは、事前にＧＩＳ管理者

と協議を行うものとする。 

２ ＧＩＳデータを新たに作成又は更新をした場合は、防府市統合型ＧＩＳデ

ータ説明資料（様式第１号）をＧＩＳ管理者に届け出ること。 

３ ＧＩＳデータのうち基盤地図情報に係るデータの整備及び管理は、原則と

してデジタル推進課において行うものとする。 

（ＧＩＳデータの利用申請） 

第８条 全庁公開されていないＧＩＳデータの利用に当たっては、防府市統合

型ＧＩＳデータ利用許可申請書(様式第２号)をＧＩＳデータ所管課等の長に

提出し許可を得るものとする。 

（ＧＩＳデータ利用許可） 

第９条 前条により申請があったＧＩＳデータ所管課等の長は、申請内容を審

査し、目的、用途が妥当と認めた場合は、防府市統合型ＧＩＳデータ利用許

可通知書（様式第３号）をもって許可するものとする。 

２ ＧＩＳデータ所管課等の長が前項により許可した場合は、防府市統合型Ｇ

ＩＳデータ公開依頼（様式第４号）をＧＩＳ管理者に提出するものとする。 

（利用制限の解除） 

第 10 条 前二条の規定は、利用制限の解除について準用する。 

(ＧＩＳデータの取扱) 

第 11 条 ＧＩＳデータの取扱いを次のとおり定める。 

(１) ＧＩＳデータの作成及び利用については、測量法及び著作権法その他

日本国の法律を遵守するものとする。なお、本市以外で作成されたＧＩＳ

データは、使用許諾契約等を遵守するものとする。 

(２) ＧＩＳデータの管理及びＧＩＳのセキュリィティについては、防府市

情報セキュリティポリシーの定めにより取り扱うこと。 

(３) 統合型ＧＩＳで取り扱うＧＩＳデータの外部提供については、(１)及

び(２)に基づく重要性分類に従い、公共性の高い活動を行うために必要な

場合に限るものとし、ＧＩＳデータ所管課等の長の許可を得るものとする。 

(４) ＧＩＳデータの利用責任は、いかなる場合においてもＧＩＳデータ利

用課等にあり、ＧＩＳデータ利用によって問題が生じた場合は、ＧＩＳデ



ータ利用課等において解決にあたるものとする。 

(５) ＧＩＳで取り扱う個人情報の保護及び管理については、個人情報の保

護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び防府市個人情報の取扱い

に関する管理規定（令和５年訓令第４号）の規定により取り扱うものとす

る。 

(その他) 

第 12 条 この要綱に定めることのほか、ＧＩＳ管理運営に関し必要な事項は別

に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２２年３月１９日から施行する。 

防府市統合型ＧＩＳ取扱要領は、廃止する。 

防府市統合型ＧＩＳ地番図取扱基準は、廃止する。 

防府市統合型ＧＩＳ航空写真取扱基準は、廃止する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年３月２６日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 



(様式第１号) 

防府市統合型ＧＩＳデータ説明資料 

 

処理番号           第      号 

処理年月日 年     月     日 

データファイル名  

データの説明  

種  類 □ 点  ・  □ 線  ・  □ 面  ・  □属性 

処理内容 □ 新規作成  ・  □ 編集  ・  □ 削除 

編集内容 
処理内容が編集の場合 

□ 点・線・面の追加   ・  □ 点・線・面の移動 

□ 線・面の形状変更   ・  □ 点・線・面の削除 

□ 属性フィールドの追加 ・  □ 属性フィールドの削除 

□ 属性の追加      ・  □ 属性の削除 

編集内容の説明 

 

処理担当者 

会 社 名  

担当者氏名  

連 絡 先  

処理業務名 
処理を外部委託した場合 

年   度  

業 務 名  

前回処理情報 
既存データに対して 

処理した場合 

前回処理番号    第      号 

データ所管部署情報 

部 署 名  

担当者氏名  

連 絡 先  

備  考  

 

 



(様式第２号) 

第     号  

年  月  日  

 

防府市統合型ＧＩＳデータ利用許可申請書 

 

地理空間情報を利用したいので、防府市統合型ＧＩＳ管理運営取扱要綱第８条により

申請します。 

 

○ ○ ○ ○ 長 様 

                     ○ ○ ○ ○ 長 

利用するデータ名  

利用する期間 年  月  日 ～     年  月  日 

利用する業務  

業務の内容 

(具体的に) 

 

印刷しての利用 □ 有  ・  □ 無 

(理由) 

備考  

 

(事務処理欄) 

合    議 担当者 係 長 課長補佐 課 長 
許 

可 

伺 

月 
 

日 

     

利用可否 許可通知日 備考 

可 ・ 否 年  月  日 

  



(様式第３号) 

第     号  

年  月  日  

 

防府市統合型ＧＩＳデータ利用許可通知書 

 

年  月  日付け 第   号の申請について、防府市統合型ＧＩＳ管理運

営取扱要綱第９条第１項により許可します。 

 

○ ○ ○ ○ 長 様 

                     ○ ○ ○ ○ 長 

許可するデータ名  

許可する期間 年  月  日 ～     年  月  日 

許可する業務  

業務の内容  

許可条件  

印刷の許可 □ 許可  ・  □ 不許可 

(理由) 

備考  

(注意事項) 
１ 利用にあたっては、防府市統合型ＧＩＳ管理運営取扱要綱を遵守すること。 
２ 許可条件がある場合は、その指示に従うこと。 
３ 地理空間情報利用にあたっての責任はデータ利用課等にあるが、問題が発生した場合
は、データ所管課等の長に報告すること。 

４ その他、利用に関して疑義がある場合は、データ所管課等の長と協議し、その決定に
従うこと。 

 



(様式第４号) 

第     号  

年  月  日  

 

デジタル推進課長 様 

 

                     ○ ○ ○ ○ 長  

 

防府市統合型ＧＩＳデータ公開依頼 

 

このことについて、下記のとおり設定を依頼します。 

 

公開するデータ名 
ＧＩＳでデータを選択する際の 

データ名称 

 

公開するデータファイル名 
実際にデータが保存されている 

すべてのファイル名 

 

公開するデータ保存場所 
公開するファイルを保存している

フルパス 

 

公開設定希望日時 
データ公開設定をする希望日 

年   月   日 

公開ユーザ 
データ利用を許可したユーザ名 

 

利用制限 編 集 □許可  □不許可 

印 刷 □許可  □不許可 

出 力 □許可  □不許可 

データ利用課等担当者 

 

氏名 

電話(内線) 

データ所管課等担当者 

 

氏名 

電話(内線) 

 


